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足利市民体育館条例 (平成17年３月25日条例第18号)

最終改正:令和６年７月１日条例第26号

改正内容:令和６年７月１日条例第26号 [令和６年10月１日]

別表第１（第10条関係）

１　主競技場等使用料

区分 午前 午後 夜間 全日 適用

午前９時から

正午まで

正午から午後

５時まで

午後５時から

午後10時まで

午前９時から

午後10時まで

貸切

りの

場合

主競技

場

アマチュアスポ

ーツに使用する

場合

6,850円 8,550円 12,850円 28,300円 入場料その他こ

れに類する料金

を徴収する場合

は、規定使用料

の100分の100を

加算した額とす

る。

集会場に使用す

る場合

12,850円 18,450円 27,700円 59,050円

営利等に使用す

る場合

68,600円 85,800円 128,700円 283,100円

貸切

りで

ない

場合

主競技

場

大人 １回につき250円 １回とは、２時間

を限度とする。中学生以下 １回につき100円

補助競

技場

大人 １回につき132円

中学生以下 １回につき55円

トレーニング室 １回につき264円

１か月定期使用料1,980円

２か月定期使用料3,740円

３か月定期使用料5,280円

２　会議室使用料

区分 定員 午前 午後 夜間 全日

午前９時から正

午まで

正午から午後５

時まで

午後５時から午

後10時まで

午前９時から午

後10時まで

第１会議室 20人 1,320円 1,540円 2,420円 5,280円

第２会議室 20人 1,320円 1,540円 2,420円 5,280円

第３会議室 40人 1,980円 2,640円 4,070円 8,690円

備考

１　使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

２　貸切りの場合で、主競技場の部分使用については、規定使用料を減額するものとする。

３　単位時間を超えた場合は、超過時間１時間（１時間に満たない端数は、これを１時間とする。）につき規定使用料の１時間相当額を徴収

する。

４　市民以外の者が使用する場合の使用料は、規定使用料の100分の50に相当する額を加算した額とする。ただし、両毛広域都市圏総合

整備推進協議会を構成する市町村の住民は、市民とみなす。
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別表第２（第10条関係）

品名 使用単位 使用料

バレーボール器具 一式１回 275円

バスケットボール器具 一式１回 275円

バドミントン器具 一式１回 275円

卓球器具 一式１回 275円

テニス器具 一式１回 275円

ハンドボール器具 一式１回 275円

柔道器具 一式１回 275円

体操器具 一式１回 275円

放送装置 一式１回 440円

電光掲示板 一式１時間 650円

机 １脚１回 44円

椅子 １脚１回 33円

備考

１　使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

２　単位時間を超えた場合は、超過時間１時間（１時間に満たない端数は、これを１時間とする。）につき規定使用料の１時間相当額を徴収

する。

３　市民以外の者が使用する場合の使用料は、規定使用料の100分の50に相当する額を加算した額とする。ただし、両毛広域都市圏総合

整備推進協議会を構成する市町村の住民は、市民とみなす。



2025/02/06 19:08 足利市民体育館条例 足利市例規集（栃木県）

https://asa-jg.daiichihoki.asp.lgwan.jp/newsearch/SrPrF12/init 3/3

別表第３（第10条関係）

主競技場の冷房使用料

使用区分 使用単位 使用料

集会場に使用する場合 １時間 5,500円

営利等に使用する場合 １時間 11,000円

備考

１　使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

２　単位時間を超えた場合は、超過時間１時間（１時間に満たない端数は、これを１時間とする。）につき規定使用料の１時間相当額を徴収

する。

３　市民以外の者が使用する場合の使用料は、規定使用料の100分の50に相当する額を加算した額とする。ただし、両毛広域都市圏総合

整備推進協議会を構成する市町村の住民は、市民とみなす。


